
事業系ごみの適正処理にご協力を！

　堺市の清掃工場では、定期的に搬入されるごみの展開検査を実施しています。産業廃棄物等の搬入禁止
物が発見された際は、清掃工場への受け入れを認めず、排出事業者に戻す場合があります。また、悪質な
排出に対しては、排出事業者に対し適正な分別を実施するよう指導することがあります。

●清掃工場で搬入ごみの展開検査を実施しています。

　事業所から出るごみのうち、缶、びん、プラスチック類（ペットボトルや弁当の容器、お菓子の袋など）は、
汚れの有無にかかわらず産業廃棄物に該当するため、清掃工場に搬入できません。事業所での適正な
分別・処分をお願いします。不適正な排出がある場合は事業所への立入検査を行うこともあります。

●市の施設で処理ができる事業系ごみは一般廃棄物のみです。

堺市内の事業者の皆さまへ

トレイなどプラスチック製容器の混入缶、びん、ペットボトルの混入

搬入禁止物の混入例展開検査の様子

ビニール袋 緩衝材

PPバンド その他産業廃棄物等



①燃えがら
②汚泥
③廃油
④廃酸
⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類
⑦ゴムくず
⑧鉄くず
⑨ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
⑩鉱さい
⑪がれき類
⑫ばいじん
⑬紙くず（建設業、製紙業、紙加工製造業、印刷加工業など）
⑭木くず（建設業、木材製造業など）
⑮繊維くず（建設業、繊維工業など）
⑯動物性残さ（食品製造業など）
⑰動物系固定不要物（と畜業）
⑱動物のふん尿（畜産農業）
⑲動物の死体（畜産農業）
⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの
　で、上記の産業廃棄物に該当しないもの

ごみの発生

分　別

資源物

再生資源化業者等 産業廃棄物
処理業者

市の清掃工場

再利用

《※①～⑫については、あらゆる事業活動に伴
い排出されるものであり、⑬～⑳は特定業種
に限り産業廃棄物に該当します。（　 ）内の業
種は一例です。》

新聞、OA紙、雑誌、
ダンボール、機密書類、
シュレッダー紙等

事業系一般廃棄物 産業廃棄物

感熱紙、写真、ちり紙、
コーティング紙、
紙コップ等

汚れた布等（合成繊維を除く）

厨芥ごみ、
残飯、茶葉等

木製品（机、椅子、棚等）

食料品の売れ残り、
野菜くず、魚あら等

剪定枝等

収集運搬業許可
業者へ委託

継続収集
（堺市へ申込） 自己搬入

動物性残渣

木くず

繊維くず

紙くず

エタノール

飼料

※令和６年1月より、リサイクルが可能な紙類（新聞、OA紙、雑誌、ダンボール、機密書類、
　シュレッダー紙等）は、市の清掃工場に搬入できません！

■ 許可業者に係る収集に関すること　　資源循環推進課　　　　　（072）228-7479
■ 清掃工場への搬入に関すること　　　クリーンセンター管理課　（072）252-0815
　　　　　　　　　　　　　詳しくは右に記載のQRコードから堺市ホームページをご覧ください。→

お問い合わせ

作業服、制服、古布等作業服、制服、古布等
（合成繊維を除く）（合成繊維を除く）
作業服、制服、古布等
（合成繊維を除く）

資源化が可能なものは
積極的に「リサイクル」しましょう

資源化が可能なものは
積極的に「リサイクル」しましょう


